


③ 地方自治法第 238 条の３第１項に規定する市の公有財産に関する事務に従事する者 

④ 次に掲げる税を滞納している者 

ア 国税（法人税又は申告所得税並びに消費税及び地方消費税をいう。） 

イ 市税（加西市内に住所を有する個人又は加西市内に本店を有する法人に限る。） 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２

号に規定する暴力団その他反社会的活動を常態とする団体及びその構成員など、これら

と密接な関係を有する者 

（２）共有名義の場合 

 複数の者が共同で購入を希望する場合は、代表者を選任し、代表者はその他の者と調整を

行うとともに、市との協議において窓口となり、構成員は連帯して責任を負う。 

 なお、共有名義で申請の場合には、全員が申請者の資格要件を満たすことが必要となる。 

 

３ 申請の方法 

事前に電話等で希望する物件の受付状況を確認の上、必要書類を直接持参のこと。 

先着順で申請を受付ける。なお、郵送等による申請は受付けしない。 

（１）受付期間 

令和６年３月２２日（金）から令和６年４月３０日（火）まで 

（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く） 

受付時間：９時００分から１７時００分まで（正午から１３時００分までを除く） 

（２）受付場所 

加西市北条町横尾１０００番地 総務部管財課（加西市本庁舎３階）まで持参のこと。 

 

４ その他 

 本書及び募集要領、その他関係規定を十分理解した上で申請すること。 

 

【書類の提出先・問合せ窓口】 

〒６７５－２３９５ 加西市北条町横尾１０００番地 

加西市総務部管財課（加西市役所 本庁３階） 

電話 ０７９０－４２－８７０４ 

Fax ０７９０－４３－８２５７ 

E-mail：kanzai@city.kasai.lg.jp 


